
廃 止

（必要な場合は、除伐、間伐、枝打の中で
併用して実施）

１６、２５年生 ２回

（枝打と同時に実施）

２５、３５年生（４５、５５年生） ２回

（短伐期は２回、長伐期は３～４回実施）

１６、２５年生 ４ｍまで ２回

（除伐と同時に実施）

下 刈

木 起

必要面積

必要面積 廃 止

必要面積

１０、１４、１８年生 ３回

１８、２２、２７年生 ３回

６～８ｍまで ３～４回

施 肥

病害虫獣防除

除 伐

つ る 切

間 伐

枝 打

造林公社保育施業基準

平成９年度以降平成８年度まで

７年生まで ６回

１５年生まで １４回



保育施業体系図 平成9年3月作成

（１） スギ小雪地域保育施業標準体系図

（２） スギ多雪地域



（３） ヒノキ小雪地域保育施業標準体系図

（４） ヒノキ多雪地域


